
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　国庫支出金

　県　債

　その他（財産収入）

　一般財源

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

51,279 53,190

193,712

149,823 158,387

131,374 120,516

24年度 25年度

158,387

98,544 105,197 105,197

治療対策事業

検査事業費 委託 保健所における肝炎ウイルス検査 562 503

肝炎診療協議会の開催

158,387

（予算案）

合計

H25 H26

（当初）

503

～

（要求）

施策の総合的展開
６－１ 健康で長生きできる地域づくり

５　疾病対策の推進 実施期間 S56

困難県民との協働による実施：

実施方法 H26実施内容

・肝炎診療協議会を開催し、検査受診の促進、検査体制と治療体制の連携、かかりつけ医と専門医との連携等について検討する。

157,791 157,791

事業番号 04 07 15 事業改善シート （26年度実施事業分）　　□当初要求　　■当初予算案　　□補正予算案　　　□点検

事　業　名 ウイルス肝炎対策事業 担
当
課

部局 健康福祉部

課・室 健康長寿課

総合５か
年計画

プロジェクト  

直接 93 93 93

E-mail kenko-choju@pref.nagano.lg.jp

188,250 149,823

目指す姿

現状
・ウイルス肝炎は医学の進歩により診断方法が確立され、治癒も期待され予後が改善されてきている。しかし、慢性肝炎であっても自覚
症状がない場合が極めて多いこともあり、ウイルス肝炎検査の受診者が少ないことのみならず、検査で陽性となった者が医療機関で加
療を実施・継続する割合についても低い状況にある。このため、感染者の早期発見と患者に対する適切な医療を提供する必要がある。

県が関与
する理由

・保健所での無料検査、肝炎診療協議会と肝疾患診療ネットワークにより、肝炎ウイルス保有者の早期（発症前）発見と診療体制の充
実を図る。
・医療費の一部を給付することにより、ウイルス肝炎の根治に有効なインターフェロン療法等高額な治療への取組の早期化を図り、慢性
肝炎、肝硬変及びヘパトーム（肝がん）への進行を抑制する。

県でなければ実施不可（法令等義務）
【左記の説明、根拠法令等】

肝炎対策基本法
ウイルス肝炎医療費給付実施要綱

補正予算

事業内容

（単位：千円）　

項目

区　　分（単位：千円） 23年度

医療費給付 委託
B型・C型ウイルス肝炎患者に対する医療費の自己
負担分（患者一部負担分を除く）を給付する

149,168

目標 成果 達成状況

53,190

項目
H25末

（見込）

肝炎診療協
議会の開催

H26

158,387
１回 １回

158,387

要求からの主な変更点 要求どおり

216,193 概算事業費（B（A）+C） 210,940 206,659 207,629 216,193

57,806 57,806 57,806

（指摘事項等）
なし

（対応）

□監査

□決算特別委員会

□県民協働による事業改善

57,806

事
 

業
 
コ
 
ス
 
ト

指摘事項等への対応

概　算
人件費

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00

57,806

153,134 148,853

26要求 26予算案 成果目標の達成状況

H27
目標

Aの
財源

62,338 67,734

当初予算 193,712 188,250 149,823予
算
額

前年度繰越

158,387

合計（A)


